
平
成
三
年
総
理
府
令
第
六
号

ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
年
政
令
第
三
百
七
十
一
号
）
第
二
条

第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
自
動
車
」
、
「
自
動
車
検
査
証
」
、
「
車
名
」
及
び
「
車
台
番
号
」
と
は
、
道
路
運
送

車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
緊
急
用
務
）

第
二
条
　
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

五
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
緊
急
用
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
災
害
が
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
現
場
で
行
う
災
害
に
関
す
る
情
報
の
収
集
若

し
く
は
伝
達
若
し
く
は
当
該
現
場
の
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
に
対
す
る
避
難
の
た
め
の
立
退
き
の
勧
告

若
し
く
は
指
示
又
は
災
害
を
受
け
た
者
の
救
助
そ
の
他
の
災
害
に
よ
る
危
険
か
ら
人
の
生
命
、
身
体
若
し
く
は

財
産
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
に
行
う
用
務

二
　
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
の
責
務
と
さ
れ
て
い

る
用
務

三
　
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
海
上
保
安
庁
の
任
務

と
さ
れ
て
い
る
用
務
の
う
ち
、
海
難
救
助
、
犯
罪
の
予
防
及
び
鎮
圧
、
犯
人
の
捜
査
及
び
逮
捕
そ
の
他
の
警
備

救
難
の
用
務
に
係
る
も
の

（
証
明
書
の
交
付
）

第
三
条
　
令
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
証
明
書
（
以
下
単
に
「
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
自
動
車
ご
と
に
別
記
様
式
に
よ
る
申
請
書
二
通
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
二
通
の
う
ち
一
通
に
は
、
自
動
車
検
査
証
の
写
し
そ
の
他
の
当
該
申
請
事
項
を
証
す
る
た
め
に

必
要
な
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
明
書
の
再
交
付
）

第
四
条
　
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
証
明
書
が
滅
失
し
、
損
傷
し
、
又
は
そ
の
識
別
が
困
難
と
な
っ
た

と
き
は
、
環
境
大
臣
に
、
そ
の
再
交
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
書
の
再
交
付
を
求
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
中
「
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
再
交
付
」
と
、
「
二
通
」
と
あ
る
の
は
「
一
通
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
証
明
書
の
返
納
）

第
五
条
　
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
自
動
車
を
当
該
証
明
書
の
証
す
る
用
務
を
行
う
た
め
に
使
用
し
な

い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
当
該
証
明
書
を
環
境
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
二
九
日
総
理
府
令
第
四
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令
第
九
四
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
従
前
の
環
境
庁
の
臨
時
水
俣
病
認
定
審
査
会
の
委
員
で
あ
る
者
の
任

期
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
臨
時
水
俣
病
認
定
審
査
会
の
組
織
等
に
関
す
る
総
理
府
令
第
二
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
環
境
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
環
境
省
令
第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
（
第
三
条
、
第
四
条
関
係
）

（
略
）

1


